
介護予防・日常生活支援総合事業について

健康福祉局高齢在宅支援課

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務研修



介護保険制度とは

2

平成12年（2000年）４月からスタート

介護が必要な状態になっても、可能な限り住み慣れ
た地域で自立した日常生活を営めるよう、社会全体
で支え合うしくみ

総合事業の始まり
平成26年６月「改正介護保険法」の成立により、

介護予防給付が地域支援事業へ移行（平成27年４
月施行）

平成28年１月から、横浜市で総合事業が開始



介護保険法 第六章 地域支援事業等（地域支援事業）
第百十五条の四十五
• 市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止
及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働
省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業（以下「介護予防・日常生活支
援総合事業」という。）を行うものとする。

• イ 〜
• ロ 〜
• ハ 〜
• ニ 居宅要支援被保険者等（指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支
援を受けている者を除く。）の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その
心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、
第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう
必要な援助を行う事業（以下「第一号介護予防支援事業」という。）

地域支援事業

第一号事業
＝「介護予防・日常生活支援総合事業」



•策定理由
•経過
•生活支援体制整備などと絡めながら話す
• 2000年に介護保険制度がスタートした。
• 2015年の介護保険法改正により創設されました。
• 2015年の改正では、従来の介護予防サービス（訪問介護や通所
介護）が総合事業に移行し、市町村ごとの基準で実施されるよ
うになりました。

総合事業の歴史

介護予防・日常生活支援総合事業正式名称
介護保険制度の一環として、地域の実情に応じた柔軟な支援を提供する内容

• 多様なサービスの充実と選択肢の拡大
• 住⺠サービスの普及と社会参加の促進により自立の促進や重度化予防に
繋がり、結果として費用の効率化につながる

目的

• 介護ニーズの増加、担い手の減少
• 住み慣れた地域で生活し続けるための選択肢の不足
• 高齢者が支え手となる環境づくり など

背景

総合事業の歴史
地域包括ケアシステムの導入
その一環として総合事業の開始

2011年

総合事業が再編。
具体的には介護予防訪問介護・介護予防通所介護が総合事業に移行。

より「介護予防」「自立支援」の色が強くなる
地域の実情に応じた柔軟なサービス編成が可能となる

2015年





国の分類例



サービス・活動事業
（第１号事業）

一般介護予防事業

横浜市訪問介護相当サービス
（従前相当のサービス）

訪問型サービス
（第１号訪問事業）

介護予防ケアマネジメント
（第１号介護予防支援事業）

通所型サービス
（第１号通所事業）

横浜市通所介護相当サービス
（従前相当のサービス）

横浜市訪問型生活援助サービス
（緩和した基準によるサービス︓サービス・活動Ａ）

【対象】

①要支援者

②事業対象者

【対象】

①第１号被保険者の全ての者

②その支援のための活動に関わる者

横浜市通所型支援
（住⺠主体による支援︓サービス・活動Ｂ）

横浜市訪問型支援
（住⺠主体による支援︓サービス・活動Ｂ）

横浜市配食支援
（その他の生活支援サービス）

横浜市⾒守り支援
（その他の生活支援サービス）

その他生活支援サービス
（第１号生活支援事業）

横
浜
市
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横浜市の総合事業の構成



従前相当サービス

横浜市訪問介護・通所介護相当サービス正式名称

専門的なサービスが必要と認められる場合に要支援者へ提供する目的
（訪問・通所ともに）平成28年１⽉〜開始年⽉日

以前の介護予防訪問介護・通所介護に相当するサービス内容
本市の指定を受けた介護事業所サービス提供者

“専門的なサービスが必要な”要支援者対象者
介護保険予防給付報酬



サービス・活動A ※横浜市は訪問型のみ

横浜市訪問型生活援助サービス正式名称

介護人材のすそ野を広げる目的

平成28年 10⽉〜開始年⽉日

訪問介護の中の「生活支援」
※身体に触れない家事など

内容

横浜市の指定を受けた事業所から派遣される
一定の研修を受けた方

サービス提供者

“必ずしも専門的サービスを必要でない”要支援者・事業対象者対象者



横浜市訪問型支援・通所型支援（サービス・活動B）

横浜市サービス・活動B等補助事業
横浜市通所型サービス・活動B事業

事業名

多様な主体による活動を増やし、選択肢の拡大を図る目的

平成29年５⽉〜開始年⽉日

訪問型：ボランティア等が、要支援者等の利用者宅に定期的に訪問して、
生活支援等の援助を提供する。
通所型：住⺠主体の有償・無償のボランティア等が、要支援者等を中心と
した利用者に対して、定期的に高齢者向けの介護予防に資するプログラム
を提供する。

内容

本市が規定した“一定の基準”を満たす
ボランティア活動などを行う住⺠主体の活動団体等

サービス提供者

要支援者、事業対象者、継続利用している要介護者で、
サービスの必要性がケアプランに位置付けられた人

対象者



⾼齢者の⾃⽴⽀援のためには…

介護保険サービスなどの専門職によるサービスだけではなく、
「多様な主体による」重層的な生活支援、介護予防、社会参加の機会
（地域とのつながり）があることが重要です。

介護・医療などの
各種専門機関

専門職

近所

地域のボランティア
団体

友人

⺠間企業 ＮＰＯ等







ご清聴ありがとうございました。


